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1. 宅地建物取引業免許申請（新規・更新） 

 

 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 手続名：宅地建物取引業の免許申請_知事免許【宅建】 

➢ 必要な添付書類のうち、15（o）(ag)は過去 5 年間の実績がない場合に添

付してください。 

➢ 18(r)(aj)その他添付書類は宅地建物取引業免許申請書等の手引き P16～

17 を確認してください。 

◼ 申請時の免許番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 申請情報 

➢ 申請先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 申請先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 手数料納付確認 

➢ 山口県収入証紙送付票を使用し、山口県住宅課民間住宅支援班あてに郵

送してください。 

◼ 添付ファイル 

➢ 住基ネットでの確認を導入していないため、「住民票については住基ネ

ットを希望する」にチェックを入れないでください。 

 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
https://cms.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/195745.docx
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2. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 

 

 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 手続名：宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許【宅建】  

➢ (k)に添付する平面図・間取図等には、事務所の写真に付した写真番号と

撮影方向の矢印を図示してください。 

➢ 必要書類は宅地建物取引業免許申請書等の手引き P58 もしくは P59 を

併せて確認してください。 

◼ 届出時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 届出情報 

➢ 届出先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 届出先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
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3. 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 

 

 

 

◼ 入力全般 

➢ 必ず宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出を行った後に申請してく

ださい。（電子申請システム（eMLIT)で届出ができます。） 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 申請情報 

➢ 申請先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 申請先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 申請時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 手数料納付確認 

➢ 手数料は不要です。 

◼ 添付ファイル 

➢ 宅地建物取引業者免許証は添付書類送付票を添えて山口県住宅課民間

住宅支援班に郵送してください。 

 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://cms.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/195746.docx
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4. 廃業等届出 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 届出情報 

➢ 届出先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 届出先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 届出時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 手数料納付確認 

➢ 手数料は不要です。 

◼ 添付ファイル 

➢ 必要書類は宅地建物取引業免許申請書等の手引き P66 を併せて確認し

てください。 

➢ 宅地建物取引業者免許証は添付書類送付票を添えて山口県住宅課民間

住宅支援班に郵送してください。 

 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
https://cms.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/195746.docx
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5. 宅地建物取引業者免許証再交付申請 

 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 申請情報 

➢ 申請先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 申請先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 申請時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 手数料納付確認 

➢ 手数料は不要です。 

◼ 添付ファイル 

➢ 宅地建物取引業者免許証は添付書類送付票を添えて山口県住宅課民間

住宅支援班に郵送してください。 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://cms.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/195746.docx
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6. 営業保証金供託済届出 

 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 届出情報 

➢ 届出先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 届出先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 届出時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 手数料納付確認 

➢ 手数料は不要です。 

◼ 添付ファイル 

➢ 必要書類は宅地建物取引業免許申請書等の手引き P46 を併せて確認し

てください。 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
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7. 業務を行う場所の届出（50条 2 項） 

 

 

電子申請を行う場合は設置場所都道府県、免許権者の両方に提出をしていた

だく必要がございます。（都道府県知事免許業者であっても、免許権者あてに

別途届出を行ってください。） 

 

◼ 入力全般 

➢ 常用漢字以外の文字が使われている場合は、「外字入力有」にチェックを

入れてください。 

◼ 基本情報 

➢ 提出先（組織区分）は「都道府県（共通）」を選択してください。 

➢ 提出先（組織）は「山口県庁」を選択してください。 

◼ 届出時の免許証番号 

➢ 免許行政庁コードは「35 山口県」を選択してください。 

◼ 届出情報 

➢ 届出先（都道府県）は「山口県」を選択してください。 

➢ 届出先は「山口県住宅課民間住宅支援班」を選択してください。 

◼ 業務を行う期間 

➢ 必ず期間開始日の 10 日前までに届出を行ってください。 

◼ 添付ファイル 

➢ 必要書類は宅地建物取引業免許申請書等の手引き P65 を併せて確認し

てください。 

 

  

※電子申請システム（eMLIT)申請画面 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
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添付書類送付票 
 

※①～④を記入してください。 

① eMLIT文書番号              

 

② 申請者名              

※宅建業免許申請は業者名、宅建士資格登録申請は申請者の氏名

を記入してください。 

 

③ 連絡先              

※電話番号またはメールアドレスを記入してください。 

 

④ 添付する書類 

※以下のチェックボックスの該当箇所に☑をしてください。 

□ 宅地建物取引業者免許証 

□ 宅地建物取引士証 

□ 顔写真 

 

  

eMLIT申請者用 

山口県住宅課民間住宅支援班 
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１ 記入時の留意事項 

・①eMLIT文書番号は申請画面で確認してください。 

 

 

２ 送付先 

〒753-8501 山口県山口市滝町１－１ 

山口県住宅課民間住宅支援班 宅建担当あて 

※郵便書留等の記録が残る方法でご送付いただくことを推奨しま

す。 

 

  

eMLIT申請者用 

山口県住宅課民間住宅支援班 
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山口県収入証紙送付票 
 

※①～④を記入し、収入証紙を貼り付けてください。 

①eMLIT文書番号              

 

②申請者名              

※宅建業免許申請は業者名、宅建士資格登録申請は申請者の氏名

を記入してください。 

 

③連絡先              

※電話番号またはメールアドレスを記入してください。 

 

④申請種別 

※以下のチェックボックスの該当箇所に☑をしてください。 

□ 宅地建物取引業免許申請（新規・更新）【26,500 円】 

□ 宅地建物取引士資格登録申請【37,000円】 

□ 宅地建物取引士登録移転申請（転入）【8,000円】 

□ 宅地建物取引士証交付申請（新規・更新・再交付） 

【4,500円】 

 

  

山口県収入証紙貼り付け欄 

（消印してはならない） 

eMLIT申請者用 

山口県住宅課民間住宅支援班 
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１ 記入時の留意事項 

・①eMLIT文書番号は申請画面で確認してください。 

 

 

２ 送付先 

〒753-8501 山口県山口市滝町１－１ 

山口県住宅課民間住宅支援班 宅建担当あて 

※郵便書留等の記録が残る方法でご送付いただくことを推奨しま

す。 

 

eMLIT申請者用 

山口県住宅課民間住宅支援班 


